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講義計画

• 1.	  オリエンテーション
• 2〜5.	  政治とメディアの現代史
• 6〜9.メディア論の視座と考え方
• 10.	  ゲストレクチャー（仮）
• 11〜15.	  PR、パブリック・アフェアーズ、マーケティングの発展と政治、
民主主義

※履修者数に応じて、構成、進行を変えることがあります。
※履修者の文献要約とディスカッションを中心に進行します。
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今週のグループワーク①

• 4人1組を作成。

• それぞれが簡潔に自己紹介（氏名、学年、所属、関心）

• 各グループで、配布資料に関して、以下、3点をとりまとめ報告する。
• 「不偏不党」「政治的中立」とはなにか。なぜ、教育やメディアで重視されるのか	  
• グループの意見を取りまとめ、共通点と浮き彫りになった差異を簡潔にとりまとめる。
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投票率の「向上」と動員・
民主主義

• 「投票率の低迷」は「問題」の本質か？
• 「投票に行かなければいけない社会」は「よい社会」か？
• 義務と権利、「共通感覚」不在の日本社会。

• PR会社と「スウィング・ボーター」。

• 「合理的なフレームワーク」の不在。

• 経済的誘因に「釣られた」投票、罰則に委ねた投票結果を「信任」できるか。

※

規範解ではなく、実践解としての「自発的な」行動とはどのようなも
のか？また「呼びかけ」はいかにして可能か？
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図表1：衆議院議員総選挙投票率の推移（中選挙区・小選挙区）。明るい選挙推進協会
（http://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071syugi/ ）より引用



6

図表2：参議院議員通常選挙投票率の推移（地方区・選挙区）。明るい選挙推進協会
（http://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/072sangi/ ）より引用
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図表3：衆議院議員総選挙年代別投票率の推移。明るい選挙推進協会
（http://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071syugi/693/ ）より引用
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図表4：参議院議員通常選挙年代別投票率の推移。明るい選挙推進協会
（http://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/072sangi/679/ ）より引用
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図表8：Wikipedia「ファイル:日本出生数と合計特殊出生率の推移.jpg」に筆者加筆修正（
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%97%A5%E6%9C%AC_%E5%87%BA%E7%94%9F%
E6%95%B0%E3%81%A8%E5%90%88%E8%A8%88%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%87%BA%E7%94%9F%E7%8E%87%E3%81%AE%E6%8E
%A8%E7%A7%BB.jpg）。

出生数の変遷と投票年齢引き下げ
の合理性について

3年あわせて約750万人

3年あわせて約350万人・・・
2年分上積みしても



選挙年齢の引き下げと市民性教育

• 2022年度（！）から、高校に「公共」「歴史総合」（仮称）が必修科目と
して設置予定。

• 公共：政治参加、社会保障、契約、家族制度、雇用、消費行動等を学習予
定

• 歴史総合： 日本史と世界史の近現代部分を中心に。

※

投票年齢の引き下げは2016年参院選から実施される。両者の関係を
どのように捉えるか。なぜ日本では市民性教育が求められるのか。
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「政治のフレームワーク」と
その教育の不在？

• 政治と政局を判断する合理的なフレームワークと、学習機会が不在？
• 日本史：近代史までが中心
• 政治経済：原理と原則が中心
• 現代社会：主題別カリキュラム構成

• 模擬選挙は、各種社会状況を資料に、政党別の政策を参照した選択中心
で、実際の投票行動とは異なる？

• 政治における「価値」の問題をどのように扱うか。



資料①:	  文科省「高等学校等における政治的教養の教育と
高等学校等の生徒による政治的活動等について（通知） 」

• 文科省「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について（通
知） 」2015年10月27日

• 第1 高等学校等における政治的教養の教育

• 第2 政治的教養の教育に関する指導上の留意事項

• 第3 高等学校等の生徒の政治的活動等

• 第4 インターネットを利用した政治的活動等

• 第5 家庭や地域の関係団体等との連携・協力

• 全文→ http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1363082.htm
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「日本国憲法」より

•第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由
は、これを保障する。

•○２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵して
はならない。

※

憲法と法律の差異とは？
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「放送法」より

• （目的）
•第１条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉
に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

•一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを
保障すること。

•二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送
による表現の自由を確保すること。

•三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健
全な民主主義の発達に資するようにすること。
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「教育基本法」より

• （政治教育）
•第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重
されなければならない。

• ２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対す
るための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
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放送法①

•放送法
• 電波の希少性を背景にした、放送事業者の管理
（電波法）⇒

• 不偏不党性
• 健全な民主主義の促進
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（目的）

第１条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように
規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自
由を確保すること。

三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の
発達に資するようにすること。

（目的）第１条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を

確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とす
る。



17

第２条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信（電気通信事業法（昭和59年法
律第86号）第２条第１号に規定する電気通信をいう。）の送信（他人の電気通信設備（同条第２号に規定す
る電気通信設備をいう。以下同じ。）を用いて行われるものを含む。）をいう。

（西田注）

二 「基幹放送」とは、電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的
に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
4.「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。

・・・

電気通信事業法

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

公職選挙法

（ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布）
第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図
画は、ウェブサイト等を利用する方法（インターネット等を利用する方法（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九
年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。）の送信（公衆によつて直接受信される

ことを目的とする電気通信の送信を除く。）により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器（入出

力装置を含む。以下同じ。）の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。）のうち電子メール（特定電子メールの
送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同
じ。）を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。）により、頒布することができる。



放送法②

•放送法
• 政治的偏向に対する強い懸念と、様々な「矛盾」
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（国内放送等の放送番組の編集等）

第４条 放送事業者は、国内放送及び内外放送（以下「国内放送等」とい
う。）の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなけ
ればならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を
明らかにすること。

（放送番組編成の自由）

第３条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人から
も干渉され、又は規律されることがない。



（番組基準）

第５条 放送事業者は、放送番組の種別（教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組
等の区分をいう。以下同じ。）及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基

準（以下「番組基準」という。）を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければなら
ない。
《改正》平22法065
２ 放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合に
は、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場
合も、同様とする。



「日本放送協会番組基準」[国内番組基準]（https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/ より引用）

日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不

偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい放送を行うこ
とによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければならない。
この自覚に基づき、日本放送協会は、その放送において、
１ 世界平和の理想の実現に寄与し、人類の幸福に貢献する

２ 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る
３ 教養、情操、道徳による人格の向上を図り、合理的精神を養うのに役立つようにする
４ わが国の過去のすぐれた文化の保存と新しい文化の育成・普及に貢献する

５ 公共放送としての権威と品位を保ち、公衆の期待と要望にそう
ものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。

第１章 放送番組一般の基準 第４項 政治・経済

１ 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
２ 公職選挙法に基づく政見放送および経歴放送については、法律に従って実施する。
３ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。

第２章 各種放送番組の基準 第５項 報道番組

１ 言論の自由を維持し、真実を報道する。
２ ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。
３ ニュースの中に特定の意見をはさむときは、事実と意見とが明らかに区別されるように表現する。

４ 災害などの緊急事態に際しては、すすんで情報を提供して、人命を守り、災害の予防と拡大防止に寄与する
ようにつとめる。

５ ニュース解説または論評は、ニュースと明確に区別されるように取り扱う。



放送法③

•放送法

• なぜ、日本の放送法は、これほどに、「制約」が存在するのか？ ヒント：歴
史的視点、憲法的視点

21

日本国憲法

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これ
を保障する。



椿事件

•椿事件
• 1993年総選挙期間中に自民党以外の政権樹立を促す報道を行った事と当
時のテレビ朝日 の報道局長であった椿貞良が日本民間放送連盟の会合の
中で報道を正当化する発言をして証人喚問を受けた。

• テレビ朝日の放送免許取り消し処分が検討された事件であった。実際に偏
向報道が行われたことも認めたが、組織としての関与は否定。

• テレビが政治的な影響を国民に与え得る事例として重要であり、その事実
は広く知られている。
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今週のQuiz

• 「政治的中立」「不偏不党」をメディア、教育に実装するような政策、
規制のあり方を考え、500字程度で記し、OCWiにアップし、次回持参
せよ。
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